
「パートナーシップによる価値創造のための転嫁円滑化施策パッケージ」について

令和3年12月27日に「パートナーシップによる価値創造のための転嫁円滑化施策パッケージ」（閣議
了解）が国から公表され、①価格転嫁円滑化スキームの創設、②独占禁止法の適用の明確化等の措置
が打ち出されています。農林水産省でも、同日付で食品製造業者と小売業者との適正取引の推進を目
指した「食品製造業者・小売業者間における適正取引推進ガイドライン」を公表しました。このガイ
ドラインは、食品製造業者と小売業との取引関係において問題となり得る事例を提示し、できるだけ
わかりやすい形で下請法や独占禁止法の考え方を示すことにより、取引上の法令違反を未然防止する
ことを目的としています。閣議了解やガイドラインの詳細については、農林水産省HPを御覧ください。
（https://www.maff.go.jp/j/shokusan/kikaku/211227.htm）l

「食品製造業者・小売業者間における適正取引推進ガイドライン」は、食品製造業と小売業との適正取
引等の推進を目指して、豆腐・油揚製造業と牛乳・乳製品製造業を対象とした従来のガイドラインに加え、
食品製造業全体を対象とするガイドラインを策定・公表したものです。独占禁止法や下請法で「問題とな
り得る事例」とともに、「望ましい取引実例」を13項目にわたりわかりやすく掲載しています。

問題となり得る事例・望ましい取引実例（抜粋）
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